
「労働基準監督官行動規範」 について 

このたび、 「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及 

び職業生活の充実等に関する法律」 （昭和41年法律第132号） に基 

づき国が定めた 労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的 

な方針（平成30年12月28日閣議決定）におきまして、「労働基準 

監督制度の適正かつ公正な運用を確保することにより、 監督指導に 

対する企業の納得性を高め、 労働基準法等関係法令の遵守に向けた 

企業の主体的な取組を効果的に促す」 ための具体的な取組の一つ と 

して、 「監督指導の実施に際し、 全ての労働基準監督官がよるべき基 

本的な行動規範を定める」 ことが盛り込まれました。 

このため、「労働基準監督官行動規範」が策定されました。 

 



労働基準監督官行動規範

（基本的使命）

1. 私たち労働基準監督機関は、労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全

衛生法等の労働基準関係法令（以下、法令という。）に基づき、働く方の労働条件の確

保・改善を図ることで、社会・経済を発展させ、国民の皆さまに貢献することを目指しま

す。

（法令のわかりやすい説明）

2. 労働基準監督官（以下、監督官という。）は、事業主の方や働く方に、法令の趣旨や内

容を十分に理解していただけるよう、できる限りわかりやすい説明に努めます。

（事業主の方による自主的改善の促進）

3. 監督官は、法令違反があった場合は、違反の内容や是正の必要性を丁寧に説明する

ことにより、事業主の方による自主的な改善を促します。また、法令違反の是正に取り

組む事業主の方の希望に応じ、きめ細やかな情報提供や具体的な取組方法について

のアドバイスなどの支援に努めます。

（公平・公正かつ斉一的な対応）

4. 監督官は、事業主の方や働く方の御事情を正確に把握し、かつ、これを的確に考慮し

つつ、法令に基づく職務を公平・公正かつ斉一的に遂行します。

（中小企業等の事情に配慮した対応）

5. 監督官は、中小企業等の事業主の方に対しては、その法令に関する知識や労務管理

体制の状況を十分に把握、理解しつつ、きめ細やかな相談・支援を通じた法令の趣旨・

内容の理解の促進等に努めます。また、中小企業等に法令違反があった場合には、そ

の労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて、事業

主の方による自主的な改善を促します。


